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4災第 40003号
市道窪川原線（丸山橋）橋梁上部工災害復旧工事 変更概要

区 分 内 容

変更理由

建設工事における適正な休日の確保による就労環境の改善

を図るため，令和６年度より，大崎市発注の建設工事は，４週

８休の実施に必要な経費を見込み，適切な工期設定を行ってい

る。

繰越事業についても，令和６年度に着手が見込める等の条件

を満たしている工事は同様の取扱いとしており，本件契約にお

いても，条件を満たすことから，４週８休の実施に要する人件

費，機械経費（賃料），共通仮設費等の諸経費を補正するため，

工事請負契約を変更したもの。

変更事項

１．工事請負契約の額の変更

４，１５４，７００円の増額

(参考)契約工期の変更
変更前：令和６年３月５日～令和６年３月３１日

変更後：令和６年３月５日～令和６年１２月１９日

0004183
テキストボックス
2



0004183
テキストボックス
3


